
議案第 ４ 号 

 

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和２年 ２ 月１７日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の

一部を改正する条例 

川崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和

４２年川崎市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３号中「職員」の次に「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員を除く。）」を加え、

同条第４号中「定められている職員」の次に「（地方公務員法第２２条の２第

１項第１号に掲げる会計年度任用職員を除く。）」を加え、同条に次の１号を

加える。 

 ⑸ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員 法第２

条第４項に規定する平均給与額の算定方法により算定した額を基準として

実施機関が市長と協議して定める額 

附 則 

 （施行期日） 

議案第 ４ 号



１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の条例第５条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に

起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用し、同日

前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が創

設されたことに伴い、会計年度任用職員に係る補償基礎額を平均給与額の算定

方法により算定した額を基準として実施機関が市長と協議して定める額とする

ため、この条例を制定するものである。 


